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現行派遣制度における過半数労働組合等の関与について①（派遣先調査）

1
（出典）厚生労働省職業安定局需給調整事業課「労働者派遣の実態に関するアンケート調査（派遣先調査）」（平成24年12月実施）

１．派遣期間の制限のある業務について、1年を超えて3年までの期間を定めているか

２．定めている期間
（ 1年を超えて3年までの期間を定めていると回答した者）

（N=1632）

総数 定めている 定めていない 不明

総数 100.0 52.0 40.4 7.6

（N=848）

総数
1年以上2年未

満
2年以上2年6ヶ
月未満

2年6ヶ月以上3
年未満

3年 不明

総数 100.0 12.5 2.1 19.3 63.9 1.8



現行派遣制度における過半数労働組合等の関与について②（派遣先調査）

2
（出典）厚生労働省職業安定局需給調整事業課「労働者派遣の実態に関するアンケート調査（派遣先調査）」（平成24年12月実施）

３．過半数労働組合等の意見聴取の際、受入れ期間延長に対して出された意見
（ 1年を超えて3年までの期間を定めていると回答した者）

（N=848）
総数

受入れ期間を延
長すべきでない

受入れ期間を延
長してよい

特に意見は出さ
れなかった

意見の聴取を
行っていない

不明

総数 100.0 1.2 39.5 44.9 10.8 2.9

４．過半数労働組合等の意見聴取の際、受入れ期間延長に関するもの以外で派遣労働者の受入れに関して出された意見
（ 1年を超えて3年までの期間を定めていると回答した者）

（N=848）

総数

派遣労働者
を受入れる
のは、あくま
でも一時的・
臨時的な場
合に限定す
るべき

新たに派遣
労働者を受
け入れるべき
ではない

正規雇用を
減らすべきで
はない

派遣労働者
の処遇を改
善すべき

特に意見は
出されなかっ

た
その他 不明

総数 100.0 13.6 0.7 6.3 1.3 71.5 2.1 8.3

（複数回答）


